
 

 

 

 

 

 

「ふるさと納税」の特例活用で加古川南高校生の教育環境の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立学校への寄附は税控除の対象です。「ふるさとワンストップ制度」なら確定申告をしなくても

寄附額のうち２，０００円を超える部分について、原則として翌年の住民税から全額控除されます。 

※控除額には一定の上限があります。 

※収入や家族構成によって２，０００円の負担で済む寄附金の上限額が異なります。 

皆様に、学習環境充実のための寄付を募集しています。 

加古川南高等学校 
環境充実応援プロジェクト 

  ご協力いただける方は、裏面の寄附申請書をＦＡＸまたは郵便で加古川南高校へ 

 

総合学科発表、研究発表のための音響設備・情報機器を整備し、 

より良い学習環境を目指します。 

☆ふるさと納税ワンストップ制度の利用で 

実質 2,000 円の寄附！ 

☆加古川南高校の寄附金活用事業 

兵庫県立加古川南高等学校  
〒675-0035 兵庫県加古川市加古川町友沢 65-1  

TEL：079-421-2373 FAX：079-421-2376  

https://www.hyogo-c.ed.jp/~kakominami-hs/ 


